
規

則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

〇
規

則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
九
十
五
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
大
分
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
条
の
二

条
例
別
表
第
一
の
一
の
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

一

大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
大
分
県
規
則
第
二
十
四
号
）
第

三
条
第
一
項
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
事
務

二

大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
第
四
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の

申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
第
四
条
第
二
項
の
肝
炎
治
療
受
給
者
証
に
関
す

る
事
務

四

大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
の
受
理
、

そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
に
関
す

る
事
務

第
十
条
第
一
号
中
「
又
は
同
法
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
の
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
」
を
削

り
、
同
号
ロ
中
「
障
害
児
の
」
を
「
障
害
児
に
係
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
の
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
の
支
給
の
申
請
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

第
一
号
イ
に
掲
げ
る
情
報

第
十
一
条
第
一
号
中
「
次
に
」
を
「
当
該
認
定
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
措
置

に
係
る
児
童
（
以
下
「
措
置
児
童
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
措
置
児
童
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る

次
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報

ロ

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
情
報

第
十
一
条
第
二
号
中
「
児
童
福
祉
法
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
当
該
徴
収
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
条

第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
イ
中
「
児
童
福
祉
法
」
を
「
当
該
徴
収
に
係
る
児
童
福
祉
法
」
に
、
「
と

同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
」
を
「
の
扶
養
義
務
者
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
一
号
」
を
「
措
置
児
童

又
は
当
該
措
置
児
童
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
第
一
号
イ
及
び
ロ
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
号
中
「
次
に
」
を
「
同
法
第
六
条
第
二
項
の
要
保
護
者
又
は
同
条
第
一
項
の
被
保
護
者
で

あ
っ
た
者
（
以
下
「
要
保
護
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
次
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
生
活
保
護
法
第
六

条
第
二
項
の
要
保
護
者
若
し
く
は
同
条
第
一
項
の
被
保
護
者
で
あ
っ
た
者
（
以
下
「
要
保
護
者
等
」
と
い

う
。
）
に
係
る
」
を
削
り
、
同
号
ロ
中
「
要
保
護
者
等
に
係
る
」
を
削
り
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
一
項
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る

情
報
（
以
下
「
肝
炎
医
療
費
助
成
実
施
関
係
情
報
」
と
い
う
。
）

第
十
三
条
第
二
号
中
「
前
号
」
を
「
要
保
護
者
等
に
係
る
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号

中
「
第
一
号
」
を
「
前
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、

同
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
の
費
用
の
返
還
に
関
す
る
事
務

第
二
号
に
掲
げ
る
情
報

第
十
四
条
第
二
号
中
「
次
に
」
を
「
納
税
義
務
者
に
係
る
次
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
中
「
納
税
義

務
者
に
係
る
」
及
び
「
そ
の
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
前
号
」
を
「
納
税
義
務
者
に
係
る
前
号
イ
及
び

ロ
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
号
中
「
次
に
」
を
「
同
法
第
二
条
第
二
号
の
公
営
住
宅
の
入
居
者
又
は
同
居
者
（
以
下

「
公
営
住
宅
入
居
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
次
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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一



イ

戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
及
び
障
害
の
程
度
に
関
す
る
情
報

ロ

療
育
手
帳
の
交
付
及
び
障
害
の
程
度
に
関
す
る
情
報

第
十
五
条
第
二
号
中
「
前
号
」
を
「
公
営
住
宅
入
居
者
等
に
係
る
前
号
イ
及
び
ロ
」
に
、
「
及
び
公
営
住

宅
入
居
者
等
に
係
る
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
二
号
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
同
項
の

入
居
の
申
込
み
を
し
た
者
又
は
そ
の
者
と
同
居
し
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
情
報

並
び
に
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
又
は
第
六
項
」
を
削
り
、
「
情
報
」
の

下
に
「
並
び
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
居
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
情
報
並

び
に
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
」
を
加
え
、
同
条
第
十
号
中
「
第
二
号
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
公
営
住
宅

入
居
者
等
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
入
居
の
申
込
み
を
し
た
者
若
し
く
は
そ
の
者
と
同
居
し
よ
う
と
す

る
者
又
は
同
法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
居
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
第
一
号
イ
及
び
ロ
に

掲
げ
る
情
報
並
び
に
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
条
第
九
号

を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
八
号
中
「
第
一
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、

同
条
第
七
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
第
一
号
」
を
「
公
営
住
宅
入
居
者
等
に
係
る
第
一
号

イ
及
び
ロ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

公
営
住
宅
法
第
二
十
七
条
第
六
項
の
事
業
主
体
の
承
認
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関

す
る
事
務

第
二
号
に
掲
げ
る
情
報

第
十
六
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
そ
の
障
害
」
を
「
障
害
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
号
中
「
の
受
理
、
そ
の
申
込
み
」
及
び
「
又
は
そ
の
申
込
み
に
対
す
る
応
答
」
を
削
り
、

「
次
に
」
を
「
同
条
の
入
居
の
申
込
み
を
し
た
者
又
は
そ
の
者
と
同
居
し
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
次
に
」
に

改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
及
び
障
害
の
程
度
に
関
す
る
情
報

ロ

療
育
手
帳
の
交
付
及
び
障
害
の
程
度
に
関
す
る
情
報

第
十
八
条
第
二
号
中
「
前
号
」
を
「
当
該
契
約
の
解
除
に
係
る
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
賃
貸
住
宅
の
入
居
者
又
は
同
居
者
に
係
る

前
号
イ
及
び
ロ
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
号
中
「
並
び
に
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
配
偶
者
支
援
金
」
及
び
「
並
び
に
平
成
二
十
五

年
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
配
偶
者
支
援
金
」
を
削
り
、
「
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
外
国
人

就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報
」
を
「
次
に
掲
げ
る
情
報
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報

ロ

外
国
人
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報

ハ

肝
炎
医
療
費
助
成
実
施
関
係
情
報

第
十
九
条
第
二
号
中
「
同
法
第
十
五
条
第
三
項
及
び
」
及
び
「
の
受
理
、
そ
の
申
請
」
を
削
り
、
「
前

号
」
を
「
要
支
援
者
等
に
係
る
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
一
号
」
を
「
前
号
」

に
改
め
、
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と

し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶

者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
並
び
に
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一

項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
の
費
用
の
返
還
に
関
す
る
事
務

第

二
号
に
掲
げ
る
情
報

第
二
十
条
第
一
号
中
「
障
害
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
当
該
申
請
に
係
る
障
害
児
の
保
護
者
若

し
く
は
当
該
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
」
を
「
申
請
に
係
る
障
害
児
又
は
支
給
認
定
基
準
世
帯
員

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第

十
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改

め
る
。

第
二
十
条
第
二
号
中
「
当
該
障
害
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
若
し
く
は
当
該

保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
」
を
「
障
害
児
又
は
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
号
中
「
当
該
支
給
認
定
の
」
を
「
当
該
」
に
、
「
指
定
難
病
の
患
者
」
を
「
指
定
難

病
」
に
、
「
及
び
」
を
「
の
患
者
又
は
」
に
、
「
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
第
五
条
の
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
」
を
「
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
八

号
）
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
中
「
変
更
に
関
す
る
」
を
「
変
更
の
認
定
に
関
す
る
」
に
、
「
当
該
支
給
認
定
の
変
更
」

を
「
当
該
変
更
の
認
定
」
に
、
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
る
。

第
二
十
二
条
第
一
号
中
「
次
に
」
を
「
同
法
第
六
条
第
二
項
の
要
保
護
者
に
準
じ
る
要
保
護
者
で
あ
る
外

国
人
又
は
同
条
第
一
項
の
被
保
護
者
に
準
じ
る
被
保
護
者
で
あ
っ
た
外
国
人
（
以
下
「
要
保
護
外
国
人
等
」

と
い
う
。
）
に
係
る
次
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
生
活
保
護
法
第
六
条
第
二
項
の
要
保
護
者
に
準
じ
る
要

保
護
者
で
あ
る
外
国
人
又
は
同
条
第
一
項
の
被
保
護
者
に
準
じ
る
被
保
護
者
で
あ
っ
た
外
国
人
（
以
下
「
要

保
護
外
国
人
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
」
を
削
り
、
同
号
ロ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
要
保
護
外
国
人
等
に

係
る
」
を
削
り
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヲ

肝
炎
医
療
費
助
成
実
施
関
係
情
報

第
二
十
二
条
第
二
号
中
「
前
号
」
を
「
要
保
護
外
国
人
等
に
係
る
前
号
イ
か
ら
ヲ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条

第
三
号
中
「
第
一
号
」
を
「
前
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に

改
め
、
同
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

二



（
電
話

）
住

所

（
電
話

）
住

所

個
人
番
号

病
名

五

生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
外
国
人
の
保
護
に
要
す
る
費
用
の
返
還
に
関
す
る

事
務

第
二
号
に
掲
げ
る
情
報

第
二
十
三
条
中
「
次
に
」
を
「
同
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
承
認
を
受
け
た
加
入
者
に
係
る
次

に
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
大
分
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
第
五
条
に
よ
り
知
事
の
承
認
を

受
け
た
加
入
者
（
以
下
「
加
入
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
加
入

者
に
係
る
」
を
削
る
。

第
三
十
条
第
一
号
中
「
次
に
」
を
「
要
保
護
者
等
に
係
る
次
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定

中
「
要
保
護
者
等
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
前
号
」
を
「
要
保
護
者
等
に
係
る
前
号
イ
か
ら
ハ

ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
一
号
」
を
「
前
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
第
一

号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
の
費
用
の
返
還
に
関
す
る
事
務

第
二
号
に
掲
げ
る
情
報

第
三
十
一
条
第
一
号
中
「
並
び
に
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
配
偶
者
支
援
金
」
及
び
「
並
び
に
平
成
二
十

五
年
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
配
偶
者
支
援
金
」
を
削
り
、
「
次
に
」
を
「
要
支
援
者
等
に
係
る
次

に
」
に
改
め
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
中
「
要
支
援
者
等
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
の
受

理
、
そ
の
申
請
」
を
削
り
、
「
前
号
」
を
「
要
支
援
者
等
に
係
る
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
号
中
「
第
一
号
」
を
「
前
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改

め
、
同
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶

者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
並
び
に
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一

項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
の
費
用
の
返
還
に
関
す
る
事
務

第

二
号
に
掲
げ
る
情
報

第
三
十
三
条
第
一
号
中
「
次
に
」
を
「
要
保
護
外
国
人
等
に
係
る
次
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で

の
規
定
中
「
要
保
護
外
国
人
等
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
前
号
」
を
「
要
保
護
外
国
人
等
に
係

る
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
一
号
」
を
「
前
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
及
び

第
五
号
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

五

生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
外
国
人
の
保
護
に
要
す
る
費
用
の
返
還
に
関
す
る

事
務

第
二
号
に
掲
げ
る
情
報

第
三
十
四
条
第
一
号
中
「
次
に
」
を
「
当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
次
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
中

「
当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
次
に
」
を
「
当
該
届
出
を
行
う
者
に
係
る
次

に
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
中
「
当
該
届
出
を
行
う
者
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

第
三
十
四
条
の
二

条
例
別
表
第
四
の
五
の
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
学
校
保
健
安
全
法
第
二
十

四
条
の
援
助
の
対
象
と
な
る
者
の
認
定
に
関
す
る
事
務
と
し
、
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
同
条
の

保
護
者
又
は
当
該
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一

生
活
保
護
実
施
関
係
情
報

二

外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報

第
三
十
六
条
第
一
号
中
「
次
に
」
を
「
当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
次
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
中

「
当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
次
に
」
を
「
当
該
届
出
を
行
う
者
に
係
る
次

に
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
中
「
当
該
届
出
を
行
う
者
に
係
る
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

２

大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
大
分
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
の
二
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

三



個
人

番
号

ふ
り
が
な

氏
名

住
民
票
上
の

同
一
世
帯
者

病
名

受
給
者
氏
名

受
給
者
氏
名

個
人
番
号

変
更
理
由
（
保
険
医
療
機
関
の
追
加
又
は
変
更
の
場
合
は
、
詳
し
く
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

変
更
理
由
（
保
険
医
療
機
関
の
追
加
又
は
変
更
の
場
合
は
、
詳
し
く
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

個
人

番
号

ふ
り
が
な

氏
名

住
民
票
上
の

同
一
世
帯
者

※
世
帯
の
課
税

年
額
が
変
更
す

る
場
合
の
み
記

入

「

に
改

」

め
る
。

第
四
号
様
式
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改

」

め
る
。

（
大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関

す
る
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
同
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。

（
改
正
前
の
大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
関
す
る

経
過
措
置
）

４

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
第
一
号
様

式
、
第
三
号
様
式
の
二
及
び
第
四
号
様
式
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

四


